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平成30年度 企業物流セミナーを開催

　公益社団法人大分県トラック協会（仲浩会長）は１
月29日、大分市田室町のレンブラントホテル大分にお
いて、企業物流セミナーを開催した。
　会員事業所における業界の直面する諸課題に対し組
織の基盤強化を図り、もって事業の健全な発展を期す
ることを目的に開催されたもので、NPO法人ベース
ボールスピリッツの奥村幸治理事長、ならびに九州運
輸局自動車交通部貨物課の江隈幸弘貨物課長の両名を
講師に迎え、会員事業者ら約100名が出席した。
　はじめに、仲摩一夫副会長の開会のことばに続き、仲浩会長が「運送業界を取り巻く環
境は、少子･高齢化に伴うドライバー不足、働き方改革による長時間労働の抑制、過当競
争に起因する運賃･価格の低迷など、様々な課題が山積している。協会では、「会員第一の
運営」、「業界の社会的地位・経済的地位の向上」、「社会貢献と会員相互の連携強化」の３
つの方針を掲げ、事業に取り組んでいる。その中で、今年から働き方改革関連法が施行され、
順次規制が業界に及んでくる。特にドライバーの労働時間については、５年間の猶予期間
はあるが、時間外労働の上限規制や割増賃金率のアップなどで、さらに深刻化する。荷主
に対して理解とお願いをするとともに、過当な運賃競争を避け、私どもの宝である大事な
ドライバーの生活を守れるよう協力をお願いしたい」とあいさつした。

主催者あいさつする仲会長
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　続いて、大分運輸支局の中薗裕蔵支局長が「トラック業界において、働き方改革は運び
方改革でもある。物流におけるトラック運送のあり方を荷主企業と協同して検討・改善を
行い、引き続き我が国経済や国民生活を物流で支えるという使命達成に向け、尽力をお願
いしたい」、大分県企画振興部観光・地域局交通政策課の島田忠参事が「九州と本州・四国
を結ぶフェリーの８割近くが大分県を発着している。九州の東の玄関口としての優位性を
有しており、このポテンシャルを存分に発揮して、多くの物・人を九州各県内外に輸送す
る拠点となり、経済の活性化、雇用の創出を地方創生を加速させていきたい。引き続き、
物流を担う皆さんの協力をお願いしたい」とあいさつした。
　セミナーは二部構成で行われ、一部では奥村幸治氏が「プロ野球チームに見る強い組織
の作り方」と題して講演。自身のプロ野球選手時代の話のほか、所属していたオリックス・
ブルーウェーブの後輩、現シアトルマリナーズのイチロー選手や、監督を務める少年野球
チームの教え子、現ニューヨーク・ヤンキースの田中将大選手との出会いを通じた、子ど
もの能力を伸ばす体力づくり、目標達成のセルフマネジメント、個々の能力の引き出し方
などを説示し、最後に「達成できる目標を立てて、達成したら次の目標に向け努力を続け
る。人との出会いや言葉を参考にして運をつかむ。良い習慣を身につけることで、人は成
長する。自分で目標を立て、努力する人を育てることが大切である」と述べた。
　二部では、江隈幸弘氏が「トラック運送事業を取り巻く近年の課題について」と題して、
トラック産業の現状や働き方改革、安全対策、取引環境・労働環境改善のための取り組み
などについて資料を元に説示を行った。また、最近の動きとして、標準貨物自動車運送約
款の改正に伴う手続きについて、取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドラインの概
要、ホワイト物流推進運動の概要などを説示した。

奥村講師

江隈講師 講演会のようす
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九州管区広域緊急援助隊合同訓練に参加

　平成31年１月22日㈫大分市及び臼杵市で南海トラフ地震を想定した大規模災害への対処
能力の向上と防災関係機関等との連携強化を目的に、九州管区警察署と大分県警察の共催
で、標記訓練が実施された。
　大分県トラック協会は、訓練で大分県警察本部の依頼により、緊急物資輸送の訓練を行っ
た。

新生運送㈱ 九州ライトニング物流㈲

確認標章交付受付の様子

パトカーの先導で中九州自動車道路を走行する会員トラック
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大分県議会議員選挙の候補者へ推薦状

　今年４月に実施される第19回統一地方選挙大分県議会議員選挙において、大分県トラッ
ク事業政治連盟（仲浩会長）は、自由民主党大分県支部連合会（阿部英仁会長）、並びに
公明党大分県本部（河野成司代表）が公認または推薦する候補者へ推薦状をお渡ししてい
ます。
　自由民主党の候補者は、15選挙区23名（公認19名、推薦４名）、公明党の候補者は２選
挙区３名（いずれも公認）で、１月21日以降、各支部長がそれぞれの選挙区の候補者本人
へ直接推薦状を手渡します。
　１月29日㈫16時30分には、大分中央支部の山下柾規支部長が大分市内の阿部英仁候補（自
由民主党）の選挙対策事務所を訪問し、阿部候補へ推薦状を手渡し、「必ず当選すること
を信じて、県トラック事業政治連盟も業界を挙げてご支援いたします」と激励しました。
　阿部候補も「トラック輸送業界の発展、ひいては大分県の発展のために、当選に向け全
力で頑張ります。ご支援のほど、よろしくお願いします」と述べ、４月の選挙戦に向け、
必勝への意気込みを述べました。
　会員の皆様には、トラック輸送業界の一層の発展と社会的、経済的地位の向上を目指す
ためにも、各選挙区とも万全の支援をお願いします。

阿部英仁候補㊧へ推薦状を渡す
山下柾規大分中央支部長

麻生栄作候補㊨に推薦状を渡す
三宮俊二大分中央西支部長
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（公社）大分県トラック協会長（優良従業員）表彰

　標記表彰は、当業界の健全な発展と社会的地位の向上に貢献した従業員を対象に、その
功績を称え表彰するものです。
　つきましては、選考基準に該当する従業員について必要書類を添付の上、ご推薦いただ
きますようお願いいたします。
　なお、必要書類様式はトラック情報１月号に同封しております。また、当協会ホームペー
ジの新着情報にも掲載していますので、ご活用下さい。

記
　　１．必要書類
　　　⑴　候補者推薦名簿（第１号様式）
　　　⑵　功績調書（第２号様式）
　　　⑶　履歴書（第３号様式）
　　２．提出期限　　平成31年３月29日㈮　※必着
　　３．選考基準　　※（公社）大分県トラック協会表彰規程による

被表彰者の推薦について

第５条　被表彰者は、同一会社又は事業所に引続き勤務した者の中から次の基準のいずれ
かに該当する従業員より選考するものとする。

　　１　従業員としてその業務に精励し、当該事業の発展に著しく寄与し、その功績が顕
著な者で次に該当する者

　　　イ　勤　続　　７年以上
　　　ロ　勤　続　１５年以上
　　　ハ　勤　続　２５年以上
　　２　危難をかえりみず職責を遂行し、又は重大な事故を未然に防止し、その功績が顕

著な者
　　３　有益な発明、考案、改良又は研究を行い、運送事業に著しい貢献をした者
　　４　人命救助、犯人逮捕又は全国競技大会において入賞する等業界の社会的評価を高

めた者
　　５　前第１項のイからハまでの計算期間は、毎年２月末日とする。
　　６　表彰人員の基準は、会費納入事業所単位とし、毎年２月末日現在における会費納

入車両基準による。（※被牽引車除く）
　　　イ　車両数１００両以上の事業所は５名以内
　　　ロ　車両数　５０両以上１００両未満の事業所は３名以内
　　　ハ　車両数　２０両以上　５０両未満の事業所は２名以内
　　　ニ　車両数　２０両未満の事業所は１名以内

◇表彰規程（抜粋）
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ドライバー講習会･省エネ運転研修会の開催案内

　標記の講習会・研修会を開催いたします。参加を希望される方は下記の申込用紙に記入
の上、平成31年２月28日㈭までに、大分県トラック協会事務局まで送付ください。

記
１．開催日時　　平成31年３月８日㈮
　　　　　　　　13時30分から15時30分（予定）

２．開催場所　　大分県トラック会館５階「大会議室」

３．内　　容　　○ドライバー講習会
　　　　　　　　　　講師　大分県警察本部交通部
　　　　　　　　○省エネ運転研修会
　　　　　　　　　　講師　交通エコロジーモビリティ財団

４．そ の 他　　2019年度安全性優良事業所（Ｇマーク）認定審査時の評価対象講習会

平成30年度

　（送付先）大分県トラック協会事務局　FAX 097－552－1591

申　込　書

会社名 出席者名 役職名

ドライバー講習会･省エネ運転研修会
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各種助成金の申請締切日について

平成30年度の各種助成金の申請締切日は

平成31年３月20日㈬
となっております。

※締切日前に予算額に達した助成金は、その時点で受付を終了させて頂きま
　すのでご注意ください。
　詳しくは、協会HP「助成制度はこちら」をご覧下さい。

大分県トラック会館の施設管理について

　当会館を皆様に気持ちよくご利用いただくため、下記の施設メンテナンスを行いました
のでお知らせ致します。

◦庭木の剪定作業（平成30年９月４日完了）
◦玄関庇塗装工事（平成30年10月17日完了）
◦庭木の剪定作業（平成30年12月14日完了）
◦玄関タイル洗浄作業（平成31年１月11日完了）
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ダイレクトメールの開設について

　この度、当協会では、早急の連絡を要する法改正や安全対策、協会事業などの会員への
情報伝達手段として、協会ホームページにダイレクトメール登録ページを開設致しました。
　つきましては、協会ホームページから、下記手順により同サイトへの登録をお願いしま
す。

～全会員のご登録をお願いいたします～

ダイレクトメール登録手順

ココ

登録は簡単！
協会HP「ダイレクトメール登録はこちら」→項目入力→確認・送信

－8－



「物流効率化シンポジウムin大分」が開催される

　九州運輸局ならびに公益財団法人九州運輸振
興センターおよび大分県は１月22日、大分市大
手町の大分県庁正庁ホールにおいて、「物流効
率化シンポジウムin大分」を開催した。
　平成30年３月に初めて開催された同シンポジ
ウムは、今回モーダルシフトの担い手として注
目を浴びる「RORO船」に焦点をあて、その利
用促進に力を入れている大分県との共催で開催
され、運輸・観光・経済・行政などの関係者ら約
140名が参加した。
　はじめに、九州運輸局の吉元博文次長が「生
産年齢人口の急激な減少、働き方改革による生
産性向上、優秀な人材を確保し将来にわたって
物流機能を維持していくために、物流効率化は
避けては通れない重要なテーマである。物流事
業者と荷主企業を含めた関係者の皆さんが現状
を共有し、お互いの立場を理解し、協力しあう

吉本次長 安東副知事

森　講師 八坂　講師

大黒実行委員長殿村　講師

必要がある。モーダルシフトの推進を図
るうえで、RORO船の積極的な活用をお
願いしたい」。大分県の安東隆副知事が
「今回、大分で本シンポジウムが開催さ

パネルディスカッション

センコー㈱殿村支店長の講演
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れることに感謝申し上げる。東九州自動車道が完成し、九州の中で循環するネットワーク
ができた。大分は、九州から本州・四国へのフェリーの八割が発着する陸路と海路の結節
点に位置しており、九州の東の玄関口の機能をさらに高めていきたい」とあいさつした。
　基調講演は、「海運モーダルシフトを支える内航RORO船」と題して、三菱造船㈱マリ
ンエンジニアリングセンター造船設計部計画設計課主席技師の森哲也氏が、海運モーダル
シフトの歴史や航路、RORO船の紹介を行った。
　続いて、「九州の東の玄関口としての拠点化戦略とRORO船航路」と題して、大分県土
木建築部港湾課ポートセールス推進監の八坂悦朗氏が、大分県の取組やRORO船利用助成
事業などの紹介を行った。。
　さらに、センコー㈱東九州車両支店の殿村英彦支店長が、「本州⇔九州間における長距
離最適輸送モードの確立」として自社の取組事例を報告した。
　休憩をはさみ、「RORO船を活用した物流効率化の展望を探る」と題し、公益財団法人
九州経済調査協会事業開発部の岡野秀之部長がコーディネーターを務め、パネリスト４名
とアドバイザー１名の計６名によるパネルディスカッションが行われた。
　パネルディスカッションでは「トラックドライバーの人手不足や労働環境の現状をど
う捉えているか」「モーダルシフトによって輸送コストや労働環境はどう変化するのか～
RORO船の活用による具体的な効果」「西日本豪雨の際の物流の対応状況～ RORO船がど
のような役割を果たしたのか」について、それぞれ意見を述べた。
　終わりに、公益財団法人九州運輸振興センターの大黒伊勢夫実行委員長が「今回のシン
ポジウムでは、RORO船を活用したモーダルシフトについて様々な観点からお話を伺った。
効率的な輸送を進める良いきっかけととなることを願っている」とあいさつを述べた。
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　一般財団法人大分県自動車会議所（漢二美理事長）主催による創立70周年記念陸運関係
新年賀詞交歓会が１月９日㈬、大分市のレンブラントホテル大分で開催、業界関係者、来
賓など約280名が参加した。
　（公社）大分県トラック協会から、仲浩会長他、傘下の各企業から約80名が出席した。
　交歓会は、最初に橋本一郎副理事長が開会の辞を述べたのち、主催者を代表して漢二美
会長が「当会議所は昨年８月に創立70周年を迎えることができた。これもひとえに関係行
政省庁のご指導をはじめ、関係団体のご支援・ご協力のおかげと衷心よりお礼申し上げる。
先人の叡智に敬意を表すとともに、その歴史に恥じぬよう、業界のさらなる発展を目指し
ていきたい」と挨拶した。
　このあと、来賓祝辞に移り、広瀬勝貞大分県知事が「県では、運輸・交通関係のインフ
ラ整備を着々と進めているところであり、中九州横断道路の竹田までの開通、さらに中津・
日田道路も順調に建設が進んでいる。今後も、九州の東の玄関口としての大分の道路・港
湾の整備を進め、皆さんと共に大分県を発展させていきたい」と述べた。さらに、自由民

新年賀詞交歓会を開催大分県自動車会議所

主党所属の衛藤征士郎衆議院議員、大分運輸支
局の中薗裕蔵支局長が、それぞれの立場から挨
拶を行ったのち、大分労働局の足立和也労働基
準部長による乾杯の発声で懇談会が賑々しく開
始され、最後は渡邉敎和副理事長が閉会の辞を
述べ、新年賀詞交歓会は盛会裡に終了した。 漢理事長 広瀬県知事
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街頭啓発活動（事故ゼロの日） の実施結果
　支部・分会等は、各種交通安全運動期間中や毎月20日を「事故ゼロの日」とし街頭啓発
活動を実施していますが、平成31年１月に実施された結果についてご報告致します。

※平成31年１月29日現在　報告受理分のみ列記

街頭啓発活動の様子

支部名／分会名 時　　間 場　　　　　所 事業所数人　数 備　考

大 分 西
中 央 西  7：30～ 8：00 大分市 新川交差点 ６社 ６人 １月21日

大 分 南  7：30～ 8：00 由布市市役所横交差点 ４社 ９人 １月21日

大 分 東  7：30～ 8：00 大分市 大分東警察署前 ９社 10人 １月21日

県 北
中 津  7：45～ 8：15 中津市田尻交差点 10社 16人 １月18日

宇佐･豊後高田  7：45～ 8：15 宇佐市江須賀 柳ヶ浦高校前交差点 ６社 ７人 １月18日

西 部
日 田  7：30～ 8：00 日田市 玉川交差点 ５社 ６人 １月18日
玖 珠  7：30～ 8：00 玖珠町 玖珠運事協前 ３社 ４人 １月18日

県 南 臼 津 11：00～11：30 津久見市 津久見交番前 15社 15人 １月21日

県南支部臼津分会

西部支部玖珠分会

大分西支部大分南分会

県北支部中津分会

大分西支部中央西分会
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　平成30年12月26日、さくら運輸㈱佐伯本社において、大分県警佐伯警察署（曽根﨑武署
長）から大分県トラック協会県南支部佐伯分会（後藤信雄分会長）へ感謝状の贈呈式が執
り行われた。
　この感謝状は、同分会が日頃から実施している交通安全活動に対して贈られたもので、
曽根﨑署長から引き続き交通事故のない安全・安心な社会に向けて活動していただくよう
お願いがあり、後藤分会長からは今後とも期待に沿うよう関係者一丸となって協力してい
く所存である旨を伝えた。

大分県警から県南支部佐伯分会に感謝状支部だより

　　　　　曽根﨑武署長　　 後藤信雄分会長 　　濵本高行交通課長
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青年部だより

◦協会会員事業所で、48歳以下の経営者、後継者及び管理者
　　【問合せ】　公益社団法人 大分県トラック協会青年部事務局　三好・岡部
　　　　　　　　電話 ０９７－５５８－６３１１　　メ－ル miyoshi@ota.or.jp

◇青年部会員を募集しています

「正副会長会」の開催

　大分県トラック協会青年部（佐藤政信会長）は、１月16日㈬大分市「大分県トラック会館」
において標記会議を開催した。
　会議では、2020年度に開催予定の「（公社）全日本トラック協会青年部会九州ブロック大会
（大分大会）」について協議した。大会の概要や大会までのスケジュールなどについて執行
部の意見を固め、実行委員会等でさらに協議をしていく予定である。

（公社）全日本トラック協会青年部会

　大分県トラック協会青年部は、１月23日㈬大分市「全労済ソレイユ」において、標記会議
を開催した。
　会議では、大分大会について正副会長会で協議した内容が提案され、それらの案をもとに
さらに協議を重ねた。
　また会議終了後は、大会開催予定である会場（セミナー：iichiko音の泉ホール、懇親会：
ホテル日航大分オアシスタワー）の下見と、ホテルとの打ち合せを行なった。

九州ブロック大会（大分大会）実行委員会の開催
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　今般、事業用自動車事故調査委員会が下記のとおり事業用自動車事故調査報告書を公表
しました。
　今後、同種の事故を未然に防止するため、同報告書において提言のあった再発防止策に
ついて、運送事業者等の関係者において積極的に取り組まれるよう、貴会傘下会員に対し
周知方お願い致します。

記
　○特別重要調査対象
　　◦大型トラックの衝突事故（徳島県鳴門市）
　　　　（概要版）http://www.mlit.go.jp/common/001270099.pdf
　○　重要調査対象
　　◦貸切バスの衝突事故（長野県佐久市）
　　　　（概要版）http://www.mlit.go.jp/common/001270097.pdf
　　◦貸切バスの転落事故（福井県あわら市）
　　　　（概要版）http://www.mlit.go.jp/common/001270095.pdf
　　◦貸切バスの転落事故（北海道上川郡清水町）
　　　　（概要版）http://www.mlit.go.jp/common/001270093.pdf

※事業用自動車事故調査報告書については、下記URLより確認いただけます。
　http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/jikochousa/report1.html

事業用自動車事故調査報告書に係る事故
の再発防止策に対する取り組みについて

　国土交通省より事業用自動車事故調査委員会より提出された「事業用自動車事故報告書」
の公表について通知がありました。

事業用自動車事故調査報告書に
係る事故の再発防止策について

九州運輸局自動車技術安全部長
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消費税率の引上げに伴う価格設定について（ガイドライン）

　平成31年（2019年）10月１日から、消費税率が引き上げられることに伴い、社会全体
としての準備が十分整うよう、関係府省庁が連携して取組を推進しているところです。
　今般、消費税の引上げ前後で消費者の皆さんに安心して購買いただくために、消費税
引上げ前後に柔軟に価格付けができるよう、政府において「消費税の引上げに伴う価格
設定について（ガイドライン）」が取りまとめられました。このガイドラインの内容につ
いては、消費税率引上げに伴う駆込み需要・反動減といった経済変動を可能な限り抑制す
る観点から、国民の皆様に分かりやすく広報を行うこととされています。

［ガイドラインの掲載サイト］

　○政府広報オンライン
　　https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/other/anteiteki.html
　○内閣府ホームページ
　　https://www.cao.go.jp/tenkataisaku/index.html
［ガイドラインに関するお問合せ先］

　○総論・広報について
　　内閣官房消費税価格転嫁等対策推進室　℡ 03－3539－2907
　○宣伝・広告（「消費税還元セール」、「今だけお得」等）について
　　消費者庁表示対策課　℡ 03－3507－8800㈹
　○ポイント還元について
　　経済産業省商務・サービスグループ参事官室　℡ 03－3501－1511㈹
　○適正な転嫁の確保について
　　公正取引委員会消費税転嫁対策調査室　℡ 03－3581－1891
　　中小企業庁取引課消費税転嫁対策室　　℡ 03－3501－1511㈹
　○総額表示について
　　財務省主税局税制第二課　℡ 03－3581－4111㈹
　○便乗値上げについて
　　消費者庁消費者調査課　℡ 03－3507－9196
［消費税転嫁等に関するお問合せ先（政府共通の相談窓口）］

　○消費税価格転嫁等総合相談センター（内閣府）
　　℡ 0570－200－123（ナビダイヤル）
　　（受付時間）9：00 ～ 17：00（土日祝日・年末年始を除く）
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１．価格設定に関する考え方
　　我が国においては、消費税が1989年に導入されて以降、導入時及び税率引上げ時に、
一律一斉に価格が引き上げられるものとの認識が広く定着しています。
　　これに対し、1960年代から1970年代前半に付加価値税が導入され、税率引上げの経験
を積み重ねてきている欧州諸国では、税率引上げに当たり、どのようなタイミングでど
のように価格を設定するかは、事業者がそれぞれ自由に判断しています。このため、税
率引上げの日に一律一斉に税込価格の引上げが行われることはなく、税率引上げ前後に
大きな駆け込み需要・反動減も発生していません。
　　たしかに、消費税は、事業者ではなく、消費者が最終的には負担することが予定さ
れてているため、消費税率引上げ後に小売事業者が値引きを行う場合、消費税転嫁対策
特別措置法により、「消費税はいただいていません」「消費税還元セール」など、消費税
と直接関連した形で宣伝・広告を行うことは禁止されていますが、これは事業者の価格
設定のタイミングや値引きセールなどの宣伝・広告自体を規制するものではありません。
例えば、「10月１日以降○％値下げ」「10月１日以降○％ポイント付与」などと表示する
ことは問題ありません。
　　また、今回は、中小・小規模小売事業者に対して、来年10月の消費税引上げ後の一定
期間に限り、ポイント還元といった新たな手法などによる支援などを行う予定です。こ
れにより、中小・小規模小売事業者は、消費税率引上げ前後に需要に応じて柔軟に価格
設定できる幅が広がるようになります。
　　大企業においても、消費税率引上げ後、自らの経営資源を活用して値引きなど自由に
価格設定を行うことに何ら制約はありません。

２．適正な転嫁の確保
　　このように消費税率引上げ後、小売事業者が自らの経営判断により値引きを行うこと
に法令上の制約はありませんが、事業者間の取引については、当該小売事業者に製品・
サービスを納入する下請事業者等がしわ寄せを受け、適正な価格転嫁ができず、増税分

平成30年11月28日
内 閣 官 房
公正取引委員会
消 費 者 庁
財 務 省
経 済 産 業 省
中 小 企 業 庁

消費税率の引上げに伴う価格設定について（ガイドライン）
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を負担させられるような事態があってはなりません。
　　消費税転嫁対策特別措置法は、小売事業者や下流の事業者が、下請事業者や上流の事
業者に対し、消費税増税分を減額するよう求めたり、利益提供を求めたりすることなど
を禁止しています。来年10月の消費税率引上げに際しても、下請事業者等に対するこう
した不当な行為がなされないよう、引き続き、転嫁Ｇメンによる監視や関係機関による
周知を厳格に行っています。

３．その他
　　消費税率引上げ後、消費の平準化を図るために一定の支援措置を講じる予定としてお
り、事実に反して、消費税率引上げ前に、「今だけお得」といった形で消費者に誤認を
与え駆け込み購入を煽る行為は、景品表示法に違反する可能性があります。
　　消費税転嫁対策特別措置法は、税込価格の表示（総額表示）を義務化している消費税
法の特例として、「事業者が表示する価格が税込価格と誤認されないための措置を講じ
ているときは、税抜価格を表示できる」と規定しており、これについて特に変更はあり
ません。
　　また、従来、消費税率の引上げを理由として、それ以上の値上げを行うことは「便乗
値上げ」として抑制を求めてきましたが、これは消費税率引上げ前に需要に応じて値上
げを行うなど経営判断に基づく自由な価格設定を行うことを何ら妨げるものではありま
せん。
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「市町村のための降雪対応の手引き」の送付について

　近年、平成30年２月の大雪をはじめ、降雪が原因となって生ずる災害により、多くの死
傷者が出るとともに、交通障害、住家被害、電力・水道に代表されるライフラインや農林
水産業への被害などが発生し、それらによって地域の経済活動へも大きな影響が生じてい
ます。
　これまで国や関係機関から公表・周知されている降雪対応の手引きや指針などについて
改めて整理し、降雪による被災経験が少ない市町村の職員であっても適切かつ迅速に対応
できるよう、内閣府において「市町村のための降雪対応の手引き」（以下「手引き」という）
が作成されました。
　手引きは市町村の担当者向けに作成されたものですが、運輸業・観光業に関係する内容
も含まれております。
　なお、手引きについては、内閣府ホームページ（以下URL）に掲載されており、今後
とも見直し充実させるなど改善を図ることとされております。

【内閣府ホームページ掲載URL】

　http://www.bousai.go.jp/taisaku/chihogyoumukeizoku/index.html
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国土交通省作成「トラック運送サービスを持続的
に提供可能とするためのガイドライン」について

　国土交通省においては、平成28年７月に学識経験者、トラック運送事業者・荷主等の関
係者及び関係省庁から構成される「トラック運送業の適正運賃・料金検討会」を設置し、
トラック運送事業者が適正な水準の運賃・料金を収受できる環境を整えるための議論を
行ってきたところですが、今般、法令を遵守しつつトラック運送機能の持続敵確保を図る
上で一定のコストが必要となること等について、荷主・運送事業者双方の共通理解を促す
ために、標記のガイドラインが取りまとめられ、公表されました。
○本ガイドラインは下記URLからご覧いただくことが可能です。
　http://www.mlit.go.jp/common/001267339.pdf

厚生労働省通達・働き方改革関連法による
改正後の労働基準法関係の解釈について

　平成30年６月に成立した働き方改革関連法により、労働基準法の一部が改正されており
ますが、このたび厚生労働省は、労働基準局長名で都道府県労働局長宛てに、「働き方改
革を推進するための関連法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈に
ついて」の通達を発出しております。
　本通達において、「自動車の運転の業務」に従事する者は、改善基準告示における「自
動車運転者」と範囲を同じくするものとされ、具体的には「「自動車の運転の業務に主と
して従事する者」が対象となる」とされたほか、「物品又は人を運搬するために自動車を
運転することが労働契約上の主として従事する業務となっていない者についても、実態と
して物品又は人を運搬するために自動車を運転する時間が現に労働時間の半分を超えてお
り、かつ、当該業務に従事する時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれる場
合には、「自動車の運転に主として従事する者」として取り扱う」との解釈が示されてお
ります。
　なお、本通達は下記URLからもご参照いただけますので、必要に応じてご活用くださ
いますようお願いいたします。
○通達掲載URL（労政労働省ホームページ）
　https://wwwmhlwgojp/content/000465759.pdf

（自動車運転者の範囲等について）
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●国税だより

○大分税務署　（電話 ０９７－５３２－４１７１）※自動音声案内

○確定申告は正しくお早めに

　平成30年分の所得税及び復興特別所得
税の確定申告期間は、平成31年２月18日
㈪から平成31年３月15日㈮まで、平成30
年１月１日から平成30年12月31日までの
課税期間における消費税及び地方消費税
の確定申告期間は、平成31年１月４日㈮
から平成31年４月１日㈪までとなってい
ます。
　また、平成30年分の贈与税の確定申告
期間は、平成31年２月１日㈮から平成31
年３月15日㈮までとなっています。

　期限間近になると、申告相談会場は大
変混雑し、長時間お待ちいただくことが
予想されますので、お早めに申告をお済
ませください。
　なお、国税庁ホームページ「確定申告
書等作成コーナー」で作成した確定申告
書はｅ－Ｔａｘで申告することができる
ほか、印刷して郵送等により提出するこ
ともできますので、是非ご利用ください。
　詳しくは、国税庁ホームページ（http://
www.nta.go.jp）をご覧いただくか、最
寄りの税務署にお尋ねください。

○「にせ税理士」にご注意！

　税理士でない人が、税務代理、税務書
類の作成及び税務相談の税理士業務を行
うこと（いわゆる「にせ税理士」行為）は、
税理士法で固く禁じられています。
　所得税及び復興特別所得税並びに消費
税及び地方消費税の確定申告書や決算書

などの税務書類の作成や税務相談を依頼
する場合は、税理士であること（「税理
士証票」を携行し、「税理士会員章（バッ
ジ）」を着けています。）をご確認の上、
ご相談ください。
　「にせ税理士」へ相談することは、あ
なた自身に不測の損害を与えるおそれが
ありますので、十分にご注意ください！

○マイナンバー（個人番号）の税務
　関係書類への記載について

　税務署へご提出いただく税務関係書類
について、マイナンバー（個人番号）の
記載が必要であるとともに、本人確認書

類の提示又は写しの添付が必要なものが
あります。
　詳しくは、国税庁ホームページのトッ
プページ（www.nta.go.jp又は［国税庁］
［検索］にある「社会保障・税番号制度〈マ
イナンバー〉）をご覧ください。
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平成30年度 年末･年始労働災害防止
強調運動合同パトロール　実施報告

　陸災防大分県支部では、12月４日から１月31日までの２ヶ月を「年末・年始労働災害防
止強調運動」期間と定め、交通・荷役労働災害の防止を強力に推進しました。
　「過労 ストレス ＳＯＳ 告げる勇気と聞く器 みんなで作る健康職場」をスローガンに、
県下5監督署の担当官と各地区の陸運災防指導員が合同で、12月４日の大分地区から18日
の宇佐・豊後高田地区まで21事業所をパトロールし、安全衛生の基本的な取組み、安全衛
生管理体制、安全衛生教育の実施状況、健康管理、荷役労働災害防止対策、交通労働災害
防止対策などについて調査しました。
　平成29年は県下での死亡災害が16名でしたが、本年は７名（うち道路貨物運送業0名）
と減少しています。
　年末・年始は、荷動きの増加や冬期における気象条件等により労働災害が発生しやすい
時期です。会員各社においては、この運動を契機に交通・荷役労働災害ゼロを目指し「安
全で快適な職場」づくりを推進していただきますようお願いいたします。
　なお、このパトロールで訪問しました会員事業所並びに各地区の陸運災防指導員の皆様
には、ご多忙のところ、またお寒い中、ご協力いただき誠にありがとうございました。

陸災防だより
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試　験　種　別 講習内容 講　習　料 講 習 実 施 月 日
区別 種　　類 受講資格 日数 時間 受講料 テキスト代 ３月
免
許
移動式クレーン

登録第38号
全科（学科･実技） ６日 26H 97,200 4,461 11日～15日と18日実技のみ ６日 9H 88,560

技

　
　
　
　能

　
　
　
　講

　
　
　
　習

車
両
系
建
設
機
械

整地･運搬等

登録第36号

大型特殊運転免許所持者
小型車両系特別教育所持
者（３ヶ月以上）

３日 14H 48,600 1,400 12日～14日

全科（学科･実技） ６日 38H 91,800 1,400 １日と４日～８日
22日と25日～29日

解 体 用
登録第3－21号

車両系（整地等及
び旧解体用）技能
講習所持者

１日 5H 16,200 1,540 22日

不整地運搬車
登録第3－23号

車両系（整地等）
技能講習所持者
大型特殊免許所持者

２日 11H 34,560 1,540 14日～15日

高 所 作 業 車

登録第3－22号

移動式・小型移動式
クレーン技能講習所持者 ２日 12H 36,720 1,850 ５日～６日

18日～19日
普通運転免許所持者 ３日 14H 37,800 1,850 ５日～７日

18日～20日普通運転免許なし ３日 17H 46,440 1,850

小 型 移 動 式
ク レ ー ン

登録第3－20号

玉掛･床上ク技能講習
クレーン免許所持者 ３日 16H 41,040 1,340 11日～13日

25日～27日免除なし ３日 20H 45,360 1,340

玉 掛 け
登録第41号

小ク･床上ク技能講習
移ク・クレーン免許所持者 ３日 15H 19,440 1,645 ６日～８日

18日～20日免除なし ３日 19H 23,760 1,645

フォークリフト

登録第4－1号

フォークリフト特別教育（３ヶ月）
大型特殊免許所持者（キャ
タピラ限定なし）

２日 11H 16,200 1,620 ４日と11日
25日と29日

大型・中型・普通運転
免許所持者 ４日 31H 29,160 1,620

１班 ４日～７日
25日～28日

２班 ４日と12日～14日
土･日 ９日～10日と

16日～17日
普通運転免許なし ５日 35H 30,240 1,620 22日と

25日～28日

シ ョ ベ ル
ロ ー ダ ー

登録第4－2号

大型特殊免許所持者（キャ
タピラ限定なし） ２日 11H 15,120 1,620 受講希望者が一定の人数に

達した時点で実施を検討し
ます。大型・中型・普通運転

免許所持者 ５日 31H 31,320 1,620

特
別
教
育

クレーン等（吊り上げ過重５ﾄﾝ未満） ２日 13H 11,880 1,645 28日～29日
小型車両系（機体質量３トン未満） ２日 13H 11,880 1,340
ロ　　ー　　ラ　　ー（制限なし） ２日 10H 11,880 1,340 ６日～７日
フォークリフト（最大荷重１トン未満） ２日 12H 11,880 1,620 18日～19日
職 長･安 全 衛 生 責 任 者 教 育 ２日 14H 11,880 1,512 27日～28日
熱 中 症 予 防 労 働 衛 生 教 育 １日 3.5H 4,320 1,404 15日

平成30年度 技能講習･実技教習計画、講習料一覧表

大分労働局長登録教習機関　大分産業機械技能教習所だより

（問い合わせ先）

大分産業機械技能教習所一　　般
社団法人

☎（０９７）５５４－２２４６
ＦＡＸ（０９７）５５４－２２４８

※受講申込みの際に、助成金利用の旨をお知らせ下さい。

〒870-0905 大分市向原西１－５－11

☆建設業もあわせ営んでいる会員の皆様
　技能講習について次の会社は助成金制度の適用があります。
　建設労働者確保育成助成金（大分労働局 大分助成金センター）

　１　中小建設事業主であること。
　２　雇用保険料が「建設の事業」の料率であること。
　３　受講者が被保険者であること。
　４　労働保険料を滞納していないこと。
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会　　社　　名
代表者名 種別 営 業 所 の 位 置

車　両　数 ＴＥＬ
入会年月日 普 小 被 霊 計 ＦＡＸ

㈱エーストランスポート
平成31年１月11日

末松　英雄
一般
利用

大分市坂ノ市中央
　　　一丁目７番33号

５ ５
097－524－2322
097－524－2321

新入会員紹介
下記の方が、入会されましたので、ご紹介します。

頁数 旧 新 変更の種別

12
㈲東輝工業
首藤　有 首藤　正彦

代表者の変更

30
ケイジー物流㈱九州営業所
廣原　孝雄 加藤　昭二

代表者の変更

39
ビッグライン㈱
森　誠一 友岡　宏三

代表者の変更

会員名簿訂正方のお願い
下記のとおり、会員事業所において事業計画変更がありましたので、お知らせします。

月
区分

30年
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

スタンド
平 均

大　分 104.9 105.6 105.1 108.1 112.1 115.2 113.2 115.6 116.5 119.8 116.5 109.3
全　国 102.7 102.2 101.2 101.9 106.7 109.0 109.9 109.4 111.9 116.1 112.1 104.9

ローリー
平 均

大　分 96.7 96.2 95.3 97.5 99.7 104.2 104.2 104.1 106.4 110.2 104.8 96.5
全　国 95.5 94.9 93.4 95.7 100.8 101.7 102.8 102.1 104.4 108.8 103.0 95.1

カ ー ド
平 均

大　分 101.9 102.1 101.0 103.0 107.9 110.1 110.0 107.8 110.6 116.5 110.3 103.5
全　国 101.4 100.6 99.5 100.0 106.2 108.2 108.8 108.2 110.1 115.0 110.8 102.5

燃 料 情 報 ２．購入メーカー
件数 割合

ＪＸ日鉱日石 11 33.3
出 光 6 18.2
昭 和 シ ェ ル 3 9.1
エクソンモービル 1 3.0
キ グ ナ ス 0 0.0
コ ス モ 7 21.2

そ の 他 5 15.2
合 計 33 100.0

１．価　格（円）
価　格（県内）

最高 最低 平均
スタンド平均 123.0 97.5 109.3
ローリー平均 118.5 91.1 96.5
カ ー ド 平 均 114.0 96.0 103.5

注）平均価格は県ト協、全ト協調べ（消費税抜きの価格）
注）スタンド：スタンドと特約をしている値段の平均

平成30年12月末現在で調査した県内の
軽油価格は次のとおりです。

軽油価格調査一覧表
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平成31年１月25日現在
（公社）全日本トラック協会

軽油価格調査集計表 （平成30年12月）

平成30年12月 単 純 計 算 表 地区：九州（沖縄除）
スタンド平均 ローリー平均 カード平均
106.90 96.85 103.88

平成30年12月 元 売 別 集 計 表 地区：九州（沖縄除）
元　　売　　名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
JX 日 鉱 日 石 106.31 95.26 105.03
出 光 110.01 96.46 105.32
昭 和 シ ェ ル 108.54 97.13 102.43
エクソンモービル
キ グ ナ ス
コ ス モ 105.88 94.80 99.15

そ の 他 104.69 100.28 104.56

平成30年12月 購 入 量 別 集 計 表 地区：九州（沖縄除）
月 間 購 入 量 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30キロリットル未満 106.79 96.53 104.43
30 ～ 50キロリットル未満 107.67 99.21 96.76
50 ～ 100キロリットル未満 97.33 97.80
100キロリットル以上 95.10

平成30年12月 支払期限別集計表 地区：九州（沖縄除）
支　払　期　限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
30　 日　 未　 満 105.53 98.91 104.16
30 ～ 60日 未 満 106.96 96.28 103.24
60　 日　 以　 上 109.79 96.74 111.50

軽 油 価 格 推 移 表 地区：九州（沖縄除）
スタンド平均 ローリー平均 カード平均

平 成 3 0 年 8 月 111.87 103.06 107.87
平 成 3 0 年９月 112.54 106.16 111.29
平成 3 0年 1 0月 118.16 110.18 114.95
平成 3 0年 1 1月 113.69 104.63 110.89
平成 3 0年 1 2月 106.90 96.85 103.88

※消費税抜きの価格となります。
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日 曜 行　　　　　　　　　　　　　　　事

16 土 トラックの森植樹式（11：00 大分市久土「トラックの森」）

17 日

18 月 事業推進評議委員会（13：30 大分県トラック会館）

19 火
原子力防災業務関係者研修（9：30 土地改良会館）、全ト協 環境対策委員会（13：30 全日本トラック
総合会館）、大分県交通安全推進協議会幹事会（13：30 大分中央警察署）、荷主と運送事業者の協力
による取引環境と長時間労働の改善に向けたセミナー（14：00 TKP博多駅前シティセンター）

20 水 全ト協 広報業務担当者会議（13：30 全日本トラック総合会館）、職業生活設計セミナー（13：30 ホル
トホール大分）、整備管理者選任前研修（14：00 大分県教育会館）

21 木
重量部会「行政懇談会」（13：30 大分県トラック会館）、NASVAリスク管理（基礎）セミナー（13：30
大分県トラック会館）、全ト協 青年部会全国代表者会議（15：00 全日本トラック総合会館）、全ト協 ダン
プトラック部会長会議（15：00 ホテルウイングインターナショナル東京四谷）

22 金 正副会長会（10：00 大分県トラック会館）、第７回臨時理事会（13：00 大分県トラック会館）、青年部
全国大会（14：00 京王プラザホテル）

23 土

24 日

25 月

26 火 運行管理者特別講習（9：30 大分県トラック会館）、全ト協 利用運送・積合部会研修会（16：00 全日
本トラック総合会館）

27 水 運行管理者特別講習（9：30 大分県トラック会館）

28 木 全ト協 労働安全・衛生委員会（13：30 全日本トラック総合会館）

3/1 金 全国適正化事業部（課）長業務連絡会議（13：30 福岡県トラック総合会館）

2 土 運行管理者試験対策研修会（9：00 大分県トラック会館）

3 日 運行管理者試験（大分県教育会館）

4 月 働き方改革関連法に関する説明会（10：00 ホルトホール大分、14：00 ホルトホール大分）

5 火 適正化事業評議員会（10：30 大分県トラック会館）、取引環境・労働時間改善地方協議会（13：30 大
分県トラック会館）

6 水 全ト協 経営改善・情報化委員会（13：30 第一ホテル東京）

7 木 全国適正化事業実施機関本部長会議（13：30 第一ホテル東京）、全ト協 理事会（14：30 第一ホテル
東京）

8 金 九州ブロック食料品部会（11：00 八仙閣）、九州各県トラック協会食料品部会全体交流会（13：30 八
仙閣）、ドライバー講習会・省エネ運転研修会（13：30 大分県トラック会館）

9 土

10 日

11 月

12 火

13 水

14 木 総務・企画委員会（13：30 大分県トラック会館）、九州ブロック専務理事業務連絡会議（15：00 ホテ
ル＆リゾーツ佐賀唐津）、九ト協 理事会（16：00 ホテル＆リゾーツ佐賀唐津）

15 金 全ト協 輸送事業部兼業務関連会議（14：00 全日本トラック総合会館）

行事予定表（２月16日～３月15日）
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単　　位 単価（円） ご注文部数
１ 運転日報（基本タイプ） １冊（100枚） 170
２ 運転日報（応用タイプ） １冊（100枚） 320
３ 乗務日報 １冊（100枚） 270
４ 日常点検記録簿（トラック用） １冊 150
５ 　　　〃　　 　（トラクタ・トレーラー用） １冊 150
６ 点呼記録（12名・Ａ様式：途中点呼あり）１冊（100枚） 350
７ 点呼記録（12名・Ｂ様式：途中点呼なし）１冊（100枚） 350
８ 点呼記録（25名・Ａ様式：途中点呼あり）１冊（100枚） 600
９ 点呼記録（25名・Ｂ様式：途中点呼なし）１冊（100枚） 600
10 点呼記録 ファイル（12名用） １個 1,300
11 点呼記録 ファイル（25名用） １個 1,800
12 点検整備記録簿（Ａ４判・２枚複写） １冊 300
13 車両管理台帳綴（Ａ４判） １冊 220
14 運転者台帳（労働者台帳） 50枚 500
15 運転者台帳（労働者台帳）索引 １枚 25
16 運転者台帳用ファイル（索引付） １個 800
17 運行管理者 １枚 50
18 整備管理者 １枚 50
19 事故報告書（４枚複写） １セット 200
20 運行管理規程 １冊 200
21 整備管理規程 １冊 150
22 ゼロ旗（大） １枚 1,500
23 安全旗（大） １枚 1,500
24 運行指示書（２枚複写） 30組 400
25 　　〃　　 （２枚複写・30組） １冊 480
26 事業報告書 １冊 100
27 タコチャート紙　Ｍ－７－120 １個 600
28 　　　　　　　　Ｍ－７－140 １個 600
29 　　　　　　　　Ｌ－７－120 １個 600
30 　　　　　　　　Ｍ－26－120 １個 600
31 　　　　　　　　Ｍ－26－140 １個 600
32 標準貨物自動車運送約款（掲示用） １枚 108

帳票関係FAX注文書

ご住所（〒　　－　　　） お電話
（　　　　）　　　　－

貴社名
担当者名

※ご記入いただきました個人情報については、帳票注文に係る業務以外の目的には利用いたしません。

（公社）大分県トラック協会 宛　（FAX：097－552－1591） 平成　　年　　月　　日
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厚生労働省大分労働局・各労働基準監督署




